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１５３．０３  

 

ファイルに記録された事項の訂正及び  

訂正の申出について  

 

 

１．ファイルに記録された事項の訂正  

ファイルに記録された事項が書面に記載され、又は電磁的記録に記録された

事項と同一でないことを特許庁長官が知ったときは、直ちに当該ファイルに記

録された事項を訂正する（特例法８条３項）。  

２．訂正の申出  

何人も、ファイルの記録に誤りがあることを知ったときは、特許庁長官に対

し、その訂正を申し出ることができ、申出を受けて、特許庁長官は、上記１．

の訂正をする（特例法８条４項）。  

なお、ファイルに記録された事項の訂正の申出を行うときは、ファイル訂正

申出書（書式第２７）により作成するものとする。  

 

（改訂令和６・１）  

 

 


